
別表１：評価項目及び評価基準

１．簡易な施工計画　（注１）

（ 点）

２．企業の技術力 ８６点以上

（ 点） ８３点以上８６点未満

８０点以上８３点未満

６５点以上８０点未満又は市町村等発注工事の実績を有する

６５点未満（市町村等発注工事の実績なし）

500㎡以上の実績が２件ある

350㎡以上の実績が２件ある

上記以外

３．配置予定技術者の技術力 ８６点以上

（ 点） ８３点以上８６点未満

８０点以上８３点未満

６５点以上８０点未満又は市町村等発注工事の実績を有する

６５点未満（市町村等発注工事の実績なし）

500㎡以上の実績がある

350㎡以上の実績がある

上記以外

団体が定める目標単位数以上の証明有

団体が定める目標単位数の５０％以上の証明有

上記以外

４．施工体制の評価 （１）施工体制評価点（注11） 低入札価格調査基準比較価格以上で応札

( 点） 低入札価格調査基準比較価格未満で応札

（注１）

（注２）

（注３）

（注７）

（注８）

（注９）

（注10）

（注11）

　評価対象となる団体は、（公社）日本建築士会連合会、（一財）建設業振興基金又は（公財）建築技術教育普及センターとする。

　現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者として従事した工事に限る。

　入札時に、入札者が低入札価格調査基準比較価格以上で応札した場合に加点を行う。入札者が低入札価格調査基準比較価格未満で
応札した場合は加点しない。

500㎡以上、かつ当該建物と同構造（鉄筋コンクリート造又
は鉄骨鉄筋コンクリート造）の建物の実績がある

1.0

0.7

0.3

－

　有効な提案の数により評価する。１提案あたりの配点を固定し、点数を与える。（絶対評価方式）

３年以上１０年未満

（３）企業育成
　近年における福岡県発注の建築一
式工事の受注状況（注４）

(0.8点)

令和３年度以降に９，０００万円以上の工事を受注していない 0.8

令和５年度以降に９，０００万円以上の工事を受注していない 0.4

上記以外 －

工事名：災害に強いため池等整備事業（湛水防除）　大刀洗川・陣屋川流域地区　令和８年度起工第２号　新川排水機場建築工事

0.6

配 点

4.0

(3.0点)

－

0.3

～

（１）品質管理に係る技術的所見

評　価　基　準

3.0

評　価　項　目

鉄筋コンクリート造建物躯体の耐久性確
保について

（１）工事成績平均点 （注２）

（２）施工実績（注３） (0.9点)

品質の確認方法、管理方法等が現場条件等を踏まえ
て適切であり、工夫が見られるかどうか。

(0.9点)

3.0

－

0.9
500㎡以上の実績が２件あり、かつ当該建物と同構造（鉄筋コンク
リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造）の建物が含まれる

0.2

0.9

－

0.5

0.7

－

３４歳以下の技術者を令和６年度以降に採
用し、雇用状況にある者の有無

上記以外

無 －

1.0

0.2
（７）若年技術者の採用状況（注７） (0.2点)

合　　　計

(0.5点)

(1.0点)

3.0

(1.0点)

（３）資格の保有期間
　１級国家資格等の保有期間（注６）

　平成２３年度以降に竣工した福岡県農林水産部、県土整備部、建築都市部及び福岡県警察本部が発注した建築一式工事又は国土交通
省九州地方整備局が発注した建築工事の工事成績の中で申請されたものとする。該当無き場合は、平成２３年度以降に竣工した市町村
等発注工事で、４，５００万円以上の建築一式工事に限る。ただし、担当技術者の場合は、従事期間が工期又は監理技術者、監理技術者
補佐又は主任技術者等の専任を要する期間の５０％以上の工事に限るものとし、かつ１ランク下位の評価とする。

(10.0点)

　平成２３年度以降に元請（共同企業体による施工については、出資割合が２０％以上の工事に限る。）として竣工した、建築物の新築、改
築又は増築に係る建築一式工事の実績とする。
　なお、面積は建築基準法による建物１棟分の延床面積とする。

　平成２３年度から令和７年度に竣工した福岡県農林水産部、県土整備部、建築都市部及び福岡県警察本部が発注した建築一式工事の
工事成績評定点（共同企業体の構成員としての評定点を含む。）の加重平均とする。ただし、前記において対象工事が無い場合は、平成２
２年度から令和６年度に竣工した国土交通省九州地方整備局が発注した建築工事の工事成績評定点の加重平均とする。いずれも該当無
き場合は、平成２３年度以降に竣工した市町村等発注工事で、４，５００万円以上の建築一式工事の実績で申請されたものを評価する。（市
町村等発注工事とは、福岡県（福岡県農林水産部、建築都市部及び福岡県警察本部を除く。）、県内市町村、（公財）福岡市施設整備公社
又は地方住宅供給公社法（昭和４０年法律１２４号）に基づく県内住宅供給公社が発注する工事とする。以下同じ。）

(11.0点)

1.0 (1.0点) －

　雇用状況とは、申込受付期限以前から継続して３ヵ月以上雇用し、申込受付期限においても雇用していることをいう。また、技術者とは建
設業法施行規則第１条に規定する学科を卒業した者、現場代理人、監理技術者（専任特例２号を含む。以下同じ。）、監理技術者補佐、主
任技術者若しくは担当技術者として建設工事に従事した経験がある者、又は建設業法施行規則第７条の３に規定する免許等を有する者。

　業者の等級別格付を行う際の主観的事項の評定に用いたすべての建築一式工事を対象とする。

（注６）　１級国家資格等とは、１級建築施工管理技士及び１級建築士とする。

（注５）　評価の対象は、認証登録範囲に建築物の施工に関する事項が含まれているものとする。

（１）工事成績（注８）

(0.5点)

上記以外

0.5

（２）施工実績（注３）（注９）

（注４）

－

（４）継続能力開発（ＣＰＤ）の取組状
況（注10）

0.3

合　　　計

0.8

0.1(0.2点)

1.0

0.5

－

0.5

0.3

５名以上

0.3

－

－

久留米市に主たる営業所がある 0.8

－

（５） 工事の確実かつ円滑な実施体
制としての拠点

(0.8点)

１０年以上

２名以上４名以下

有

上記以外

0.2

①又は②の認証を取得済み

（４）品質管理・環境マネジメントシステム
の取組み状況（注５）
　①ISO9001
　②ISO14001若しくはエコアクション21

(0.2点)

（６）技術者の保有者数
　１級国家資格等（注６）を有する技術
者（３ヶ月以上継続勤務をしている者
に限る）の人数

①と②の認証の両方を取得済み 0.2

認証を未取得

0.1


